
（
ジ
ブ
チ
共
和
国
に
お
け
る
日
本
国
の
自
衛
隊
等
の
地
位
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換

公
文
を
両
政
府
が
相
互
に
決
定
す
る
活
動
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
と

の
間
の
交
換
公
文
） 

 
（
日
本
側
書
簡
） 

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
二
千
九
年
四
月
三
日
付
け
の
日
本
国
政
府
と
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
と
の
間
の

 

交
換
公
文
（
以
下
「
二
千
九
年
の
交
換
公
文
」
と
い
う
。
）
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
更
に
、
二
千
九
年
の
交
換
公
文
に
対
す
る
次
の
補
足
的
取
極
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
提
案
す
る
光
栄
を
有
し

 

ま
す
。

二
千
九
年
の
交
換
公
文
は
、
二
千
九
年
の
交
換
公
文
１

に
規
定
す
る
活
動
以
外
の
活
動
で
あ
っ
て
両
政
府
が
相
互
に
決
定

(e)
 

す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
書
簡
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に

 

は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。



本
使
は
、
更
に
、
前
記
の
提
案
が
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
書
簡
及
び
閣
下

の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案

 

す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

 

　

二
千
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
に
ジ
ブ
チ
で

 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ブ
チ
共
和
国
駐
在

 
  

  
 
  

  
  

 
  

  
 
  

  
  

  
 
  

  
  

 
  
  
 
  
  
  

日
本
国
特
命
全
権
大
使　

原　

圭
一

 

 

ジ
ブ
チ
共
和
国

 

外
務
・
国
際
協
力
大
臣　

マ
ハ
ム
ッ
ド
・
ア
リ
・
ユ
ス
フ
閣
下



（
ジ
ブ
チ
共
和
国
側
書
簡
） 

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

 

し
ま
す
。

 

 

（
日
本
側
書
簡
）

 

本
大
臣
は
、
更
に
、
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
が
前
記
の
提
案
を
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の

返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
ジ
ブ
チ
共

 

和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

 

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

 

　

二
千
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
に
ジ
ブ
チ
で

  



 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ブ
チ
共
和
国

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
務
・
国
際
協
力
大
臣　

マ
ハ
ム
ッ
ド
・
ア
リ
・
ユ
ス
フ

 

 

ジ
ブ
チ
共
和
国
駐
在

 

　
　

日
本
国
特
命
全
権
大
使　

原　

圭
一
閣
下


